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1．は じめ に

　子 どもたちの 心痛い 犯罪報道が多い 昨今、動物病

院に搬入される学佼飼育動物 の 飼育環境は 、 多くの

問題をわれわれ獣医師に感じさせ る。

　小学校で の 動物飼育体験は、子どもたちに生きも

の を愛護し生命を尊重する態度を育て るとともに、生

命を理解させ 、他人 へ の愛情や共感を養うなどの 効

果と有用性を期待し実施されて い る、しか し、多くの 小

学校での 動物飼育の 現状を見ると、教育的に負の 効

果と思われることが 日立ち、動物愛護法か らしても、不

適切な飼育が実施されて いると需わざるを得ない。

　そ こで 、 理科教育の 中で 、 動物を愛護し、生命を尊

重する態度を育むため の 、動物飼育の 在り方につ い

て提言する。

2．学校教育の 中で獣医師が果たす べ き役割

　学校で の動物飼育は、飼育委員会などの活動の 中

で行われ てい ることが多い が、飼育に携わる児童も、

それを指導する教員も、飼育経験が不足 して お り、適

切な飼育を行うことが難しい 。この ことによっ て 、飼育

環境が悪化し、不衛生な環境で飼育されてい る学校

も少なくない 。

　こ の ような状況 の 中、学校教育の 中で の われわれ

獣医師の 果たすべ き使命は 、 動物の 健康管理や飼育

環境の 改善等を行うとともに、子どもたちへ の 保健衛

生指導、動物愛護i指導を行うことで ある。また、動物飼

育を食農・食育教育に発展させ 、動物の 尊い 命をい た

だ い て私たち人問が生きて い られ るこ とを理解させ る、

生命尊重教育の指導も、獣医師に とっ て 大切な役割

で あると考え て い る。

3 ．教員養成課程及び教員に対する学校飼育動物関

連知識・技術 の普及

　学校教育に獣医師が関わっ て いくとしても、直接子

どもたちを指導するの は教員である。 しか し、これまで

大学の 教員養成課 程では 、 飼育動物に関する講義や

実習は行われて い なか っ た。そこで、平成 12年度より、

群馬大学にお い て 、 小学校教員養成課程の 学生に対

し、動物飼育に関する講義や実習を行い
、 動物を適

切に飼育できる知識や 技術を習得させ るとともに、子

どもたちが愛情をもっ て動物と 「ふ れ あう」こ との 重要

性を理解させ ることに努めて い る。

　また 、 群馬県総合教育セ ン タ
ー

などの 教員研修機

関と連携し、実際に飼育動物に携わ っ てい る教員に

対し、正 しい 飼育の方法や、飼育動物を活用した生活

科や理科における指導方法に関する研修も実施して

い る。

4．学校に おける飼育動物の あるべ き姿

　小学校にお い て は、子どもの 動物観の 特徴を考慮

し、飼育動物の 正 しい 接し方や衛生的な飼養管理に

つ い て、学校全体の 教育計画に位 置づ ける必要があ

る。 その 中で 、 年齢 、 体力、地域環境に応じて動物種

を選択し、飼育頭数や飼育年数を決定する。 また、子

どもたちが 日常的に動物とふれあい 、楽しい時間を共

有できるような環境整備を行う。 こうした飼育実践を基

本とした上 で 、生活科及び理科の 中で、動物愛護、 生

命尊重の 心を育む教育を構築して いく必要がある。

　この ことにより、 子どもたちは動物の様子や動きを、

科学的な視点か ら感じ取れるようになり、相手が喜ん

で い るの か、迷惑して い るの かを判断し、それ に対応

した行動がとれるようになる。さらに、思 いやりの気持

ちを育み 、豊か な感牲 の基礎基本を習得し、ひ い て

は他教科 へ の 興味・関心に発展して いくことも考えら

れる。

5．おわりに

　動物愛護法で は 、「学校、福祉施設等にお ける飼養

及び保管につ い て 、管理者は動物の 飼養及び保管

が、獣医師等十分な知識と飼養経験を有す る者の 指

導のもとに行わ れるように努めることjとある。また、今

年の 改正では、動物愛護の 普及啓発推進 の ため の教

育活動が行われる場所を、「学校、地域、家庭等」と明

記された。

　この ことを学校全体で 十分に周知し、学校における

飼育動物の 適切な飼育と、教育活動での 有効な活用

を、獣医師との こまやかな連携 の 中で推進してい く必

要がある。
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